
長野都市計画地区計画の決定（長野市決定） 

  

    都市計画エムウェーブ南地区地区計画を次のように決定する。 

名          称 エムウェーブ南地区地区計画 

位          置 

長野市大字大豆島字長池境の全部並びに大字大豆島字西光寺島、字大河

原、字土屋坊境及び字中ノ島並びに大字風間字東河原、字中河原及び字西

光寺島の各一部 

面          積   約 11.4 ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 
の 
方 

針 

地区計画の目標 

本地区は、本市東部、長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェ

ーブ）の南に位置し、周囲には田園風景が広がっている。一方で、都

市計画道路３・２・81号東外環状線沿いに位置するとともに、上信越

自動車道須坂長野東インターチェンジまで約3.5kmの交通利便性に優

れた地区である。 

そこで、地区計画を定めることにより、周辺の環境や景観との調和

を図りつつ、本市の産業活性化を担う新たな産業拠点となる、災害に

強く良好な産業団地を形成することを目標とする。 

土地利用の方針 
  周辺環境や景観に配慮しつつ、良好な産業団地を形成するよう土地利

用の誘導を図る。 

地区施設の整備 

の方針 

１  地区内交通の円滑な処理を図り、良好な産業団地として機能するよ

う地区施設として区画道路を配置する。 

２  産業団地造成により整備された区画道路の機能が十分に発揮され

るよう維持し、保全を図る。 

建築物等の整備 

の方針 

１ 良好な産業団地の保全を図るため、建築物の用途の制限、建築物の

敷地面積の最低限度を定める。 

２  緑豊かな沿道空間を確保するため、壁面の位置の制限、壁面後退区

域における工作物の設置の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 

３  周辺景観への配慮及び周辺環境との調和を図るため､建築物の容積

率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限を定める。 

その他当該区域の

整備、開発及び保

全に関する方針 

１ 緑豊かで良好な産業団地を目指し、敷地内の緑化推進に努める。 

２ 本地区は、浸水想定区域に位置することから、災害に強い産業団地

の形成を目指す。 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地
区
整
備
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地
区
施
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種別 名称 幅員 延長 配置 

道路 

区画道路１号 約12ｍ 約450ｍ 

計画図表示のとおり 

区画道路２号 約12ｍ 約80ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 

用途の制限 

以下の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

(1) 工場 

（建築基準法別表第二（る）項に掲げるものを除く。） 

(2) 事務所 

(3) 物品販売店舗、飲食店 

（本地区計画区域内の事業所で製造、整備等された製品を主に販売又 

は提供する附属施設であつて、売り場及び客席の床面積の合計が300 

㎡以下、かつ、主たる事業所の敷地内にある建築物の床面積の合計 

の２分の１未満のものに限る。） 

(4) 倉庫 

（建築基準法別表第二（る）項第２号に掲げるものを除く。） 

(5) 保育施設 

（本地区計画区域内の事業所に従事する従業者等のためのものに限

る。） 

(6) 展示場 

（本地区計画区域内で製造、整備等された自社製品に関連する製品を

展示するものであり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計

が10,000㎡以下のものに限る。） 

(7) 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

20/10 

建築物の 

建蔽率の 

最高限度 

６/10 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

3,000㎡ 

  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線

までの距離は次のとおりとする。 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

道路境界線 

までの距離 

幹線道路（東外環状線）   10ｍ以上 

上記以外の道路         ５ｍ以上 

隣地境界線 

までの距離 

５ｍ以上 

（水路境界線までの距離も同様とする。） 

壁面後退区域に 

おける工作物の設置

の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土

地の区域には、次の各号のいずれかに該当するものを除き、前面道路面

より高い擁壁を設置してはならない。 

(1) 道路境界線から1ｍ以上後退し、後退部分を緑化している擁壁 

(2) 前面道路面から高さ0.3ｍ以下の擁壁 

建築物等の  

形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

１  外壁等（建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱をいう。以下同

じ。）の色彩は、開口部等（開口部及びガラス面をいう。以下同じ。）

を除いた各立面及び各屋根面において、表面積の10分の９以上を次

に掲げるマンセル表色系（JIS Z 8721）に適合するものとする。 

ただし、開口部等に次に掲げるマンセル表色系に適合しない着色

又は貼付をする場合においては、その部分を外壁等とみなす。 

色相 彩度 

YR（橙） ６以下 

Y（黄）、R（赤） ４以下 

YR、Y、Rを除く色相 ３以下 

 

２ 屋外広告物（屋外広告物法第２条第１項に定めるものをいう。）を

設置する場合は、次の各号に適合するものとする。 

(1) 本地区計画区域内に存ずる施設の用に供するものであること。 

(2) 屋上広告物でないこと。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に面する側に設置する垣又はさくは、透過性のある構造（透過率

50％以上）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、こ

の限りでない。 

(1) 生垣 

(2) 接する地盤面のうち、高い地盤面から天端までの高さが0.3ｍ以下の

構造物 

 

 「区域、地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 本地区は、周辺の環境や景観との調和を図りつつ、本市の産業活性化を担う新たな産業拠点となる産業

団地を形成するため、地区計画を決定する。 


